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令和 3 年度 第 1 回市川市公民館運営審議会 

議題及び報告事項に関する説明 
 

  

議題（１）令和４年度市川市公民館主催講座運営方針（案）について 

令和⒋年度に公民館で実施する主催講座の取組み指針となる「運営方針」の内容についてご審議  

いただくものです。前期講座は前年（令和３年）の１１月頃から各公民館で企画立案を行うた 

め、その前に運営方針を決定します。ご意見・ご質問がありましたら別紙にご記入ください。 

◍ 資料１ 令和４年度市川市公民館主催講座運営方針（案） 

４年度の運営方針の案文です。 

◍ 資料２ 公民館の主催講座と市の各種計画 

公民館主催講座運営方針の策定の基盤となる、市政の総合計画と教育の全体計画の理念です。 

公民館の講座は、市民に多様な学習機会を提供するとともに、市の社会教育・生涯学習の施策を

推進する役割を担います。なお、市川市のＷｅｂサイトで計画の全文を閲覧できます。 

◍ 資料３ 法令上の公民館主催講座事業の位置づけ  

公民館の「目的」や「事業」、「運営」の根拠となる法令の条文を示したものです。 

  

 

報告（１）令和２年度公民館事業報告及び公民館主催講座開催状況について 

社会教育課が所管する公民館管理運営事業に関する２年度実施概要の報告です。ご意見・ご質問

がありましたら別紙にご記入ください。 

◍ 資料１ 令和２年度公民館事業報告  

  公民館費（歳出予算）の各事業区分ごとに、決算額と併せて概要をまとめてあります。 

◍ 資料 2 令和２年度市川市公民館主催講座（年間）開催状況表 

◍ 資料 3 令和２年度公民館オンライン講座開催実績 

  いずれも、２年度の講座の開催状況です。資料 2では講座全体の開催数と公民館ごとの内訳を、

資料 3では開催した個々の講座の内容を、一覧表で掲載しています。 

 

 

報告（２）令和３年度公民館事業概要及び公民館主催講座開催状況について 

社会教育課が所管する公民館管理運営事業に関する３年度の実施概要です。ご意見・ご質問があ

りましたら別紙にご記入ください。 

◍ 資料１ 令和３年度公民館事業概要 

公民館費（歳出予算）の各事業区分ごとに、当初予算額と併せて概要をまとめてあります。 

◍ 資料２ 令和３年度公民館オンライン講座開催状況 

  ３年度の主催講座は現在、オンライン方式のみの開催となっています。計画・実施した講座の

内容を８月３１日時点で掲載しています。 



 

◉ 参考用資料 

 ◍ 令和３年度市川市公民館主催講座運営方針 

 ◍ 公民館講座情報紙「ミーティアムガイド」2021年 特別号（オンライン講座特集） 
上記議題及び報告に関する補助資料としてご参照ください。 

 

 

 

 

※ 「市川市審議会等の会議の公開に関する指針」第６条「会議の公開基準」に基づき、委

員の皆様からいただいたご意見やご質問及びそれらに対する事務局からの回答をまと

め、議事録としてホームページにて公開いたします 
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令和 ４ 年度 市川市公民館主催講座運営方針 （案） 

 

市川市教育委員会 
生涯学習部 社会教育課 

 

 

市川市公民館は、社会教育法の理念に基づき、市川市教育振興基本計画に掲げる「“自分ら

しく輝くための学び”の環境の実現と学びのセーフティネットを構築する」ことを目指して、市民等

に多様な学習機会を提供することにより、生涯学習の推進を図る。同時に、同基本計画で施策と

する「公民館を活用した地域の学習拠点づくり」を目的として、市民等の交流を促進し、地域課

題に関心をもって学習活動ができるよう情報の共有・提供に努める。 

 

 

１．主催講座に対する基本的な考え方 

公民館を活用した地域の学習拠点づくりのため、教養の向上・健康づくり・子育て支援・地

域社会とのつながりを意識した主催講座を実施するとともに、地域住民が地域を支える団体と

出会い、つながる機会を提供し、地域への愛着や関心を育むことができるよう、公民館周辺の

特色や人材を活用した「地域交流イベント」を開催する。 また、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー

ク・サービス）などを活用して、時間や場所の制約に捉われずに学習活動できる機会の提供を

行う。  

受講者が学んだ成果を活用できるよう、サークル活動や地域活動への参加を支援する。 

 

（１）主催講座の実施  

･地域における課題やニーズを把握し、市の施策をふまえた内容に取り組む。 

   ・公民館で行う講座（以下、集合型講座）、オンライン講座ともに、全館共通のテーマ「学校・

地域との連携」に沿った内容となるように努め、地域の人材活用を図り、効果的な形態や

方法を取り入れ、より質の高い社会教育の機会を提供できるように取り組む。 

 ・各講座の内容は、学習内容別大分類（４ページ参照）から偏りがないように選択し、各館で

実施する。 

＊集合型講座では、新型コロナウイルス情勢に配慮し、受講時の感染防止対策を講じるとと
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もに、集合型の講座が開催できない状況にあっては、他の方法を用いて市民の学習機会

の確保に努める。 

  

〇集合型講座 

・前期（４～９月）及び後期（１０～３月）の年２回を開催時期として、年度内に計２１０講座程度

を企画、実施する。 

・１講座当たりの回数は３回を目安とするが、学習のねらいや内容、期待する効果に合わせ

て回数を増減し、適切に設定する。 

  ・様々な立場の市民等に受講の機会を提供できるように、土曜・日曜や夜間の講座など、開

催日時への配慮に努める。 

 

〇オンライン講座 

・市民等の学習機会の拡充を図るため、受講者の都合に合わせて視聴できるオンライン講

座を、全公民館と社会教育課において実施する。 

・オンライン講座では、各公民館の地域の特色を活かした内容や、公民館に足を運ぶことが

難しい受講者層への学習機会の提供に努める。 

・市公式 YouTube チャンネルによる動画配信を視聴する講座や、オンライン会議方式を活

用して講師と対話しながら受講する講座など、学習内容により手法を使い分ける。 

 

（2）講座の学習成果を生かせる機会の提供・支援 

・各講座において、公民館から積極的にサークルの案内や今後の活動に繋がる情報の提供

に努める。 

・文化祭などで、講座で得た学習成果を発表する場を設ける。 

・公民館で活動するサークルとも連携を図り、講座からサークルへの継続的な学習、サーク

ルから講座へ学習成果を還元できる流れを作る。 

 

（3） より良い講座を目指した事業評価 

・各講座終了後に、受講者アンケートを実施する。 

・受講者アンケートをもとに講座を分析し、運営上の課題検証を行う。 
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２．主催講座におけるテーマ設定と取り組む内容 

 

（１）テーマの設定 

     ○全館共通のテーマ   「学校・地域との連携」  

教育振興基本計画において施策として「公民館を活用した地域の学習拠点づくり」が掲

げられ、学校や地域の人材を活用し、連携を図ることで地域に密着した公民館の運営に

取り組むこととされていることから、各館の講座や地域交流イベントを通して、学校や地域

との連携を図る。 

 

学校・地域との連携の例 

 

 

＜連携の内容＞ 
・地域課題の掘り起こし ・・・・ 学校や地域住民の団体等から情報収集し、講座の企画に活かす 

・地域の人材の活用    ・・・・ 学校教員や地域で活動する人材、公民館で活動するサークルを講師

等で活用 

・受講者の募集  ・・・・ 自治会の掲示板や回覧版の活用。受講対象者や内容に応じて学校・ 

        地域の施設や団体に講座案内を配布 

・講座の企画運営 ・・・・ 学校・地域と協働し、講座を企画・運営する 

・イベントの開催 ・・・・ 公民館周辺地域の人材や特色の活用、学校・地域との協働、学校 

        施設・地域施設の活用 

＜連携の対象＞ 
・連携先となる学校 ・・・・ 幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、大学、各種専修学校等  

        PTA・学校運営協議会等、各学校の関連団体を含む 

・連携先となる地域 ・・・・ サークル、自治会、子ども会、高齢者クラブ、ＮＰＯ団体、 

        ボランティア団体、地元商店会、医療機関、福祉施設、保育園、 

        こども館、放課後保育クラブ等 

 

 

○公民館ごとのテーマ 

地域の課題や学習ニーズ、公民館の立地・環境・施設の特徴等をふまえ、各公民館が 

独自の年間テーマを設定し、講座等を企画・運営する。 
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（２）取り組む内容（課題分類） 

教育振興基本計画に基づき、地域の課題及び市民等の学習ニーズを把握し、年度内に、

下記の 【1】 ～ 【5】 の各分野に取り組む。 

 

 

学習内容別分類   
           ＊【1】から【4】までの分野（大分類）は千葉県社会教育調査に合わせています。 

 

【１】教養の向上  
① 外国語や外国の文化・習慣を学ぶ講座 

② 文学・歴史・自然科学・心理学等を学び、幅広い教養を身につける講座 

③ 伝統文化や芸術の鑑賞等をとおして、人生や生活を豊かにする講座 

④ その他、さまざまな知識の習得やテーマ研究をとおして教養の向上を図る講座 
⑤ 華道・茶道・芸能・音楽・書道・美術・手工芸・囲碁・将棋等、制作や技法習得の講座 

⑥ パソコンやスマートフォン、タブレット等の基礎的なＩＴスキルを身につける講座 

 

【２】体育・レクリエーション 

① 運動・レクリエーション等を通じて、健康な心と身体づくりを促進する講座 

 

【３】 家庭教育・家庭生活 

① 未就学児の親子や子育て期の親等を対象とする子育て・家庭教育を支援する講座 

② 子どもの体験活動や実践活動、地域との交流を促進する講座 
③ 生活習慣病の予防や食育等、健康的な家庭生活に役立つ講座 

④ 介護や看護に関する技能や知識・制度等を学ぶ講座 

⑤ 住環境や家事・生活設計等、暮らしの知恵を学び、良好な家庭生活を促進する講座 

 

【４】職業知識・社会連帯意識 
① 職業に関する知識習得や就労の支援に役立つ講座 

② 政治・経済・国際情勢等、社会の構成員としての自覚を育む身近な社会問題への理解 

③ ごみ問題や自然保護等、環境保全について学び考える機会となる講座 

④ 男女共同参画への支援や、人権問題への理解につながる講座 

⑤ 高齢者の生きがい、仲間づくり、地域活動への参加を促進する講座 

⑥ 市内及び県内の歴史や文化・自然を学び、郷土の誇りや愛着の心を育む地域づくりにつな

がる講座 

⑦ 学校卒業後における障がい者の学びや自立の支援となる講座 

障がいを持つ方への理解を深め、支援や交流を行うきっかけとなる講座 

⑧ ボランティア活動への参加のきっかけとなる講座 

⑨ 防災・防犯対策等、市民等の安全な生活に関する知識を深める講座 

 

【５】地域交流イベント 

① 公民館で活動するサークルや、公民館周辺の地域や学校との連携を図り、世代間交流の促

進等の機会となるイベント 

② 公民館周辺地域の住民の集いの場となるイベント 



５ 
 

 

 

 

基本となる主な計画 

市川市総合計画 

【基本理念】 「人間尊重」「自然との共生」「協働による創造」 

【基本目標】 １ 真の豊かさを感じるまち 

[第３節] 生きがいを見いだす、いきいきとした生涯学習社会 

をつくります 

 

 

 

市川市教育振興基本計画（第３期 平成３１～令和５年度） 

基本理念 「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」 

基本的な考え方 

１多様な人との関わりを大切にして、個人の自立を促すとともに、

社会の一員としての自覚を養う教育を進める 

２一人一人が、主体的に学び、個性を伸ばし可能性を広げること

のできる教育を進める 

３学びや育ちの連続性と社会との連携を強化し、豊かな人間性を

育む教育を進める。 

以上の基本理念と基本的な考え方をふまえ、家庭・学校・地域の連携・協働の下、市川市が

取り組む教育政策の方針を次の３つに定めた。 
 
【方針１】 

   感性を豊かに働かせ、社会の中でたくましく生きていくことのできる子どもを育てる 
 
【方針２】 
“自分らしく輝くための学び”の環境の実現と学びのセーフティネットを構築する 

 
【方針３】 
社会の変化を見据えた教育環境の整備を図り、市川の質の高い教育を推進する 

  
（目標６） 
人生１００年時代を見据えた“自分らしく輝くための学び”を推進する 

 

具体的な施策として「公民館を活用した地域の学習拠点づくり」が主な施策として挙げら

れ、地域の学習拠点として、公民館に対する各地域のニーズや実態を把握し、公民館の持つ

機能の有効利用を図るとともに、学校や地域の人材を活用し、連携することで地域に密着し

た公民館運営をすることとしている。また、主な事業として「公民館主催講座活動事業」が

位置づけられている。 

公民館の主催講座と市の各種計画   
   

第 1 回公民館運営審議会 
議題（１）－2 
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◆ 法令上の公民館主催講座事業の位置づけ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他参考法令 

・教育基本法  第 3 条 生涯学習の理念   第 12 条 社会教育 

第 13 条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力 
・社会教育法  第 32 条 運営の状況に関する評価等 

社会教育法 

平成２０年６月改正 
第五章 公民館  

（目的） 

第２０条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、 

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（公民館の事業） 

第２２条  公民館は、第２０条の目的達成のために、おおむね左の事業を行う。但し、 

この法律及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。 

一． 定期講座を開設すること。 

二． 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会を開催すること。 

三． 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

四． 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 

五． 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

六． その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 公民館の設置及び運営に関する基準 
                                  平成15年6月 文部科学省 

 （地域の学習拠点としての機能の発揮）   

第３条 公民館は、講座の開設、講習会の開催等を自ら行うとともに、必要に応じて学校、社会 

教育施設、社会教育関係団体、NPO（特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号） 

第 2 条第 2 項に規定する特定非営利活動法人をいう。）その他の民間団体、関係行政機関 

等と共同してこれらを行う等の方法により、多様な学習機会の提供に努めるものとする。  

２ 公民館は、地域住民の学習活動に資するよう、インターネットその他の高度情報通信 

ネットワークの活用等の方法により、学習情報の提供の充実に努めるものとする。  
 

（地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮）  

第４条 公民館は、家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供、相談及び助言の実施、交流 

機会の提供等の方法により、家庭教育への支援の充実に努めるものとする。  
 

（奉仕活動・体験活動の推進）  

第５条 公民館は、ボランティアの養成のための研修会を開催する等の方法により、奉仕活動・ 

体験活動に関する学習機会及び学習情報の提供の充実に努めるものとする。  

 

（学校、家庭及び地域社会との連携等）  

第６条 公民館は、事業を実施するに当たっては、関係機関及び関係団体との緊密な連絡、協力等 

    の方法により、学校、家庭及び地域社会との連携の推進に努めるものとする。  

２ 公民館は、対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力及び支援に 

努めるものとする。 

３ 公民館は、その実施する事業への青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の参加を 

促進するよう努めるものとする。  

４ 公民館は、その実施する事業において、地域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を 

生かすことができるよう努めるものとする。  

第 1回 公民館運営審議会 

 議題（１）－3  



事　務　事　業 概　　　　　　　　　要

1 　市民の身近な生涯学習施設として供するため、施設の性能維持と安全 78,449

公民館維持管理 　確保・適切な保全等を行った。 予算現額 98,557

事業 　・施設数　16公民館 不用額 20,108

　・施設管理委託料等

　　 建物等清掃業務委託、空調設備保守点検業務委託ほか 15業務実施

2 ○公民館運営審議会 29,222

公民館運営事業 　館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき、調査 予算現額 39,496

　審議した。 不用額 10,274

　・公民館運営審議会委員　10名　

　・開催回数　年2回　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議）

○公民館運営に係る職員雇用　※

　・管理運用マネージャー（会計年度任用）  8名（４公民館 各２名）

　・社会教育指導員　日勤（会計年度任用） 99名 

　・社会教育指導員　図書（会計年度任用）　7名 

　・社会教育指導員　夜間（会計年度任用） 32名

　・夜間窓口等業務委託

○公民館運営に係る器具等の購入

　各施設の老朽化した机・椅子等の更新や各種備品を購入

○文化祭

　サークル等の日頃の学習成果発表と地域住民交流の機会とするもの。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全館で中止した。

3 ○公民館主催講座の開催 1,021

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受講者を集めて開催する 予算現額 2,588

　通常の集合型講座は全て中止し、オンライン講座を実施した。 不用額 1,567

　・市公式YouTube（動画配信）

　　　17講座　28本　　受講登録者 848人　延視聴回数 5,163回　

　・オンライン会議システム（双方向型）

　　　1講座　3回　　受講者 5人　延出席者 11人

　・講師謝礼金   　156千円

○公民館講座情報紙（ミーティアムガイド）の発行

　通常は年２回配付のところ、年1回としてオンライン講座を周知した。

4 ○施設修繕料 92,089

公民館営繕事業 　各施設の老朽化が進み、修繕箇所が年々増加しているため、緊急性や 予算現額 92,800

　利用者の安全を考慮し計画的・効率的に修繕を行った。令和２年度は 不用額 711

　畳表替えやトイレの洋式化等利用環境の改善に重点を置いた。

○改修工事費

　施設の安全性・快適性・長期保全の視点から計画的に建物及び設備等の

　の改修工事を行うもの。令和２年度は、本行徳公民館受水槽改修工事

　を実施した。

200,781

予算現額 233,441

不用額 32,660

公民館主催講座
活動事業

決算額（千円）

合　計

※公民館職員給与は会計年度任用職員制度導入により、令和２年度から教育総務費に予算組替えのため公民館
　運営事業費には含まれていません。

　令和２年度 公民館事業報告　　　　　　　第１回市川市公民館運営審議会　報告（１）－１



 令和２年度 市川市公民館主催講座(年間）開催状況表  
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西部 1 1 77 1 1 0
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曽谷 - 0 0

行徳 - 0 0

本行徳 1 1 303 1 1 1 1
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南行徳 - - 0
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社会教育課 ＊ 6 15 2,320 2 4 6 1 1 1 1 4
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22.2 22.2 33.4

2 3

4 4 6

1

第１回公民館運営審議会 報告（１）－2



事　務　事　業 概　　　　　　　　　要 予算額（千円）

1 　市民の身近な生涯学習施設として供するため、施設の性能維持と安全 93,434

公民館維持管理 　性確保・適切な管理を行う。

事業 　・施設数　16公民館

　・施設管理委託料  

　　 建物等清掃業務委託、空調設備保守点検業務委託ほか1７業務実施

2 ○公民館運営審議会 39,691

公民館運営事業 　館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき、調査

　審議する。

　・公民館運営審議会委員　10名　

　・開催回数　年2回(予定）

○公民館運営に係る職員雇用　※

　・管理運用マネージャー（会計年度任用）  8名（４公民館 各２名）

　・社会教育指導員　日勤（会計年度任用）106名 

　　*令和３年度より図書担当の区分を廃止

　・社会教育指導員　夜間（会計年度任用）　 32名

　・夜間窓口等業務委託

○公民館運営に係る器具等の購入（調達）

　各施設の老朽化した机・椅子等の更新や各種備品の購入

○文化祭

　サークル等の日頃の学習成果発表と地域住民交流の機会とするもの。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全館で中止とする。

3 ○公民館主催講座 6,762

　生涯学習推進のため、幅広い世代を対象に現代的課題を盛り込んだ

　講座を提供する。集合型講座のほかオンライン講座も開催する。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合型講座の開催は中止

　し、オンライン講座のみの開催となる見込み。

　・開催数（当初）　　250講座予定（オンライン講座 35講座を含む）

　・講師謝礼金（当初）   　4,562千円

○公民館講座情報紙（ミーティアムガイド）の発行

　年２回配布

4 ○施設修繕料 148,000

公民館営繕事業 　各施設の老朽化が進む中、修繕箇所は年々増加しており、緊急性等

　を考慮し計画的・効率的に修繕を行う。令和３年度も引き続き利用者

　の要望を受けている箇所に注力して修繕を進めていく。

○改修工事費

　施設の安全性・快適性・長期保全の視点から計画的に建物及び設備等の

　改修工事を行う。

　令和３年度は八幡分庁舎建替に伴う中央公民館の解体工事、信篤公民館

  において受水槽の改修工事を実施する。

　・中央公民館の解体は２カ年の継続費事業として実施　

　　予算総額　120,000千円　　うち令和３年度分　48,000千円

287,887

 令和３年度 公民館事業概要          第１回市川市公民館運営審議会　報告（２）－１

合　計

公民館主催講座
活動事業

※公民館職員給与は教育総務費に予算計上されるため公民館運営事業費には含まれていません。



４－９

1 R3.3月

２－１

R3.3月

１－３

R3.3月

１－３

R3.3月

３－５

10月～11月

１－３

R3.3月

２－１

R3.1月～3月

４－６

R3.3月

３－２

R3.3月

４－９

3 R3.3月

２－１

12月

２－１

R3.3月

３－１

7月～9月

４－６

3 9月～10月

３－２

9月～R3.3月

４－９

12月～R3.3月

４－９

11月～12月

１－２

R3.3月（開催）

・ オンライン会議システム１講座（社会教育課）を除き、市公式YouTubeによる動画配信（受講登録制）で実施

初回割引キャンペーンの落とし穴（エステ編）

303

145

学習課題分類
配信(開催)時期

③ おしえて！ドクター梨、ついに登場

モンゴルの響き
～馬頭琴の調べ～

宅配業者を装った？不在通知を開いてみた！

生活環境整備課との連携。行徳の干潟を訪
れ、市川に残る自然を体当たりで紹介する。

おしえて！『契約』って、なあに？

幸

本行徳

おうちにある身近なもので、家事をしながら
できるピラティスを学ぶ。

303

606

77

コロナ渦でオンラインで安心して体を動かし
運動不足の解消につなげてもらう。

和の飾り　折り羽鶴の折り方

コロナに負けるな　青空ヨガ
で心も体もリフレッシュ

家事をしながらでもできる
”おいしいピラティス”

ベートーヴェン生誕２５０年を記念て，その
生涯をたどる。解説と演奏鑑賞

市川
駅南

西部

いざという時に備えて、ポリ袋で簡単に作れ
る料理３品（白いご飯、ミネストローネ、蒸
しパン）の作り方を紹介する。

ベートーヴェンの激動の生涯
とピアノソナタを探る

万病予防・改善予防ができる
体操 ～自彊術～

市川公民館からめぐる
ほっとひと息真間散歩

災害時の料理を作ってみよう
～ポリ袋クッキング～

マスクを着用してもきれいに見えるメイク
アップの方法を紹介する。

オカリナの音色とハーモニーでこころ安らぐ
ひと時を。楽器紹介と演奏鑑賞

信篤

東部

大野

柏井

若宮

市川

日本で生まれた自彊術を、サークルの皆さん
とともに学ぶ。

市川公民館のロビーにある壁画を紹介し、実
際に大門通りを散歩して壁画に描かれた道を
たどる。

おうち時間に楽しめる少し華やかな鶴の折り
方を学ぶ。

令和２年度 公民館オンライン講座開催実績

公民館

中央

コロナ渦で運動不足の方に、体調管理とスト
レス解消に役立つ方法を紹介。

2000年以上の歴史があるモンゴルの馬頭琴の
演奏を楽しむ。

癒しのオカリナ
美しい音色を楽しもう

講　座　名

東日本大震災から１０年経過し、今一度防災
意識を喚起。災害時に簡単に作れるダンボー
ルトイレを作る。

おうちで手軽に
“うち楽ピラティス”

鬼高

社会
教育課

いちかわまるっと応援隊！
キャッシュレス決済で便利生活

商工業振興課のキャッシュレス決済普及促進
事業を紹介。

いちかわの梨、自慢し隊！
「梨の歴史」～市川の梨の魅
力、生産者の熱い想い～

市川市こども館との連携。コロナ禍のおうち
時間を親子で楽しむ。

② 突撃！いちかわの梨を支える農家さん

① いちかわの梨の歴史

おうちで遊ぼう！
～親子でわらべうた～

いちかわ生き物見っけ隊！

おしえて！ 身近にあるある
くらしのトラブル
～困ったときのおたすけ隊！
市川市消費生活センター

123

286

196

243

293

400

108

やってみよう！
身近な生活英会話
◉ オンライン会議システム 双方向型

身近な外国人とコミュニケーションを取りた
い方を対象に、ディスカッション形式を取り
入れた全３回の日常英会話学習。

もうけ話は危険death!(マルチ商法）

災害に備えよう！ダンボール
トイレを作ってみましょう

５０代からのメイクアップ
ステキな自分になろう！

令和３年３月３１日現在

11

513

191

770

171

435

延視聴
回数

1

1

1

2

1

2

1

1

4

3

内　容　・　動 画 本 数

1

1

1

1

3

第1回公民館運営審議会 報告（１）－3



　

４－６

4月～ 配信中

１－２

6月～ 配信中

３－３

6月～7月

３－１

6月～8月

３－５

7月～8月

２－１

7月～9月

４－３

8月～ 配信中

１－６

8月～ 配信中

１－２

8月～9月

２－１

8月～9月

３－３

8月～ 配信中

４－６

8月～ 配信中

１－３

8月～ 配信中

４－３

8月～ 配信中

３－５

9月～ 配信中

４－６

9月～ 配信中

４－６

9月～ 配信中

１－２

9月～ 配信中

・ 全講座、市公式YouTubeによる動画配信（受講登録制）で実施

121

大野
地球にやさしい！エコな
みつろうラップを作ろう

ミツロウと布を使って、繰り返し洗って使える
エコなラップの作り方を紹介。

1 230

若宮
若宮さんぽ １
落語家と行く名所巡り

第1部：若宮公民館の周辺をアマチュア落語家と
一緒に巡る。第2部：鬼子母神の落語を実演。

2 1221

本行徳
それ行け！行徳調査隊 「行徳の
今昔」と「おみこし作り」行徳の
昔の姿はどうだったの？の巻

本行徳公民館の周辺の歴史を「今と昔」をテー
マに子供向けに紹介。

1 108

市川

曽谷

中央

バランスボールを使って、コロナ禍の在宅生活
でも体幹を鍛え美姿勢と健康増進を図る。

鬼高

市川
駅南

足裏リフレクソロジー講座

3

2

2柏井 地球温暖化防止とＳＤＧｓ

699

1387

南行徳 相之川・欠真間歴史散策
市川歴史博物館の学芸員が講師となり、南行徳
公民館の周辺の歴史を解説。

1

令和３年度 公民館オンライン講座開催状況 （配信順）

南行徳

行徳

幸

東部

社会
教育課

公民館

曽谷

菅野

来て、見て、学ぼう　曽谷公民館

内　容　・　動 画 本 数

1

講　座　名

曽谷城址周辺ほか、地域の特色や歴史、旧跡を
学ぶ。公民館の魅力や館内施設も紹介。

市川の民話　　奉免の常盤井姫

1

1

1

社会
教育課

市川の魅力再発見　ここをおさえ
ればプロ級の写真が撮れる

薬膳料理でリフレッシュ

身体や心を整える英国式の健康法を学び、足裏
に刺激を与えて疲労の回復を図る。

親子で粘土　楽しい時間

もったいないを考えよう
早寝・早起き・朝ごはん

親子または祖父母と孫が一緒に、粘土で想像力
豊かに自由に創作するきっかけとする。

加齢による健康障害「虚弱」を防ぐために、コ
ロナ禍の今こそ、簡単な体操で体力作り。

･食品ロスを学び、どう削減するかを考える
･成長期に必要なバランスの良い朝食の実践

キッチンハーブ　食べ方・暮らし方

中高年のフレイル予防
椅子に座ってストレッチ＆筋トレ

地球温暖化の仕組みと対策、私たちにできるこ
とをＳＤＧｓとの比較から学び実践に導く。

民話から学ぶ地域の歴史。・梨づくりの善六さん・や
ぶしらずに入った水戸黄門・辻切り

ドイツ発祥の弦楽器ライアーの紹介、演奏を鑑
聴き、弾き語りで一緒に歌ってストレス解消。

ローズマリーの育て方と料理を学び、記憶力や
集中力を高めるハーブの効果で老化抑制。

ライアーの世界へようこそ

市内の景観を題材に、市川の魅力をカメラを通
して発見し、撮影スキルの向上を図る。

バランスボール入門編 「ながら美姿
勢トレーニング」で肩こり・腰痛予防

市川のむかし話

万葉集から市川や真間を詠んだ歌を紹介し、手
児奈の魅力と歴史的時代背景にふれる。

万葉の里　市川

701

シソ梅そぼろを手作りで。解毒や発汗、気の巡
りを改善するシソの効能でストレス発散。
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令和３年９月３０日現在

619

延視聴
回数

学習課題分類
配信時期

422

248

514

525

4781

市内に伝わる昔話を紙芝居スタイルで視聴する
とともに、現在の風景や遺構を学ぶ。
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